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1.　目的           

2.　日本看護協会との連携体制  

出典：日本看護協会 災害支援ナース派遣要領 改変

　本マニュアルは、富山県と富山県看護協会の「災害時の医療救護に関する協定」
及び、日本看護協会との「災害支援ナース派遣に関する協定」に基づき、災害発生
時の支援要請について定めるものである。災害に及ぼす生命や健康への被害を少な
くするために、災害支援の対応区分であるレベル2又はレベル3に該当する大規模災
害に対して、災害支援ナースの派遣を県外の看護協会に要請するものである。 

　大規模災害発生時に円滑に災害支援体制を整え、効果的な支援活動を開始するた
めに、日本看護協会と災害支援ネットワークシステムを用い相互の連携を図る。
災害支援ナースの派遣を県外の看護協会に要請する場合、日本看護協会に派遣要請
を行う。日本看護協会は、災害支援の対応区分がレベル2の場合は近隣県看護協会か
ら、レベル3の場合は全国の都道府県看護協会から、災害支援ナースの派遣調整を行
い、富山県看護協会に災害支援ナースを派遣する。富山県看護協会は災害支援ナー
スの受援体制に入る。
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出典：日本看護協会 災害支援ナース派遣要領  

 

 
3.　富山県との連携体制  

1）富山県では、災害時における医療救護活動指揮連絡系統として、災害時県庁内に県
災害対策本部が設置され、富山県看護協会は協力要請機関として位置づけされる。 

2）県災害対策本部設置後は、同本部内で日看協への災害支援ナース派遣要請の必要性
について協議を行う。県内の避難所・救護所に対して、県災害対策本部が県外から
の支援を受け入れる必要があると判断した場合は、県からの派遣要請を受け、日本
看護協会に派遣を要請することを基本とする。

3）県内の医療施設、社会福祉施設において支援が必要な場合においては、県協会対策
本部の判断をもって、日本看護協会に派遣を要請する。 

（医療救護班派遣病院等） （医療救護班第一出動範囲） （第二次出動範囲）（第三次出動範囲） 

（派遣要請機関） 
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⑧（医療救護活動の実施）    ⑩（終了） 

   ⑨医療救護班の交替 
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4.　派遣要請の手順 

5.　日本看護協会災害支援ナースの受入れ体制整備   

1）災害対策本部の設置
富山県看護協会は県内で災害が発生時、必要が確認された場合は「富山県看護協会
災害対策本部」(以下、県協会対策本部とする)を協会内に設置する。

（県協会対策本部の設置（基準・組織）については災害看護支援マニュアルを参照） 

2）現地被災情報の収集
可能な場合は被災地へ出向き、また出向けない場合は、その他の手段を用いて情報
収集する。  

3）日看協へ被災状況の提供
日看協へ、被災状況、支援施設等の情報を収集し、提供する。  

4）県外からの災害支援ナース受入れ協議
県協会対策本部は、被災地からの被災状況の報告及びその他の情報収集で得た災害
状況をもとに県調整本部と要請人数、派遣場所の協議を行う。 

5）県からの災害支援ナースの派遣要請
県知事から要請人数、派遣場所等の派遣要請を受けた後、直ちに日看協へ派遣を依
頼する。

6）日看協からの災害支援ナース派遣者の報告
　 日看協から県協会対策本部へ派遣シフト表 様式３・４ が届いたら、県調整本部へ報

告する。

1） 事務局に調整窓口を設置 ⇒ 富山県担当者と連携体制をとる
・県内被災状況等を常に情報収集し、県協会対策本部に報告する。
・県協会対策本部、日本看護協会の動きを、県災害対策本部に伝える。
・県協会対策本部で今後の動きについて協議する。
・日本看護協会の災害担当者が派遣調整のため訪れた場合は、当該担当者を補佐する。 

2）当協会が集合場所となる場合は、受入れ体制の整備を行う。
・県内交通事情・宿泊施設等の情報を収集し、移動手段、宿泊施設の確保等 
・受入れ場所（部屋）の確保
・必要物品の準備 

3）被災地が近隣県の場合で当協会が拠点・集合場所となる場合も、受入れ体制整備を
行う。
・県内から被災地への交通事情・宿泊施設等の情報を収集、移動手段、宿泊施設の
　確保等
・受入れ場所（部屋）の確保
・必要物品の準備 

様式Ａ

様式Ｂ

6.　支援活動中の連絡体制等

7.　支援終了の判断

8.　事務局の役割分担  

※県協会対策本部において役割項目ごとに班を編成し対応する 

協会の被害状況の情報収集、

確認 

・会員の安否確認 

専務理事
事務局長 

専務理事
常任理事 

専務理事
事務局長 

事務局長
事務局 

事務局長・事務局 

事務局長・事務局 

事務局長・事務局 

専務理事 

・職員の安否確認 

・協会建物の被害状況及びライフラインの確認 

関係機関との連絡・調整 

・富山県（県調整本部） 

・日本看護協会 

・近隣県看護協会 

・その他関係機関 

災害に関する情報収集及び

集約・発信 

・被害状況 

・交通網の状況 

・ライフラインの確認 

・救護・支援の状況 

・被災者の状況 

県外からの災害支援ナース

受入れと調整 

・災害支援ナース受入れ協議 

・要請人数・派遣場所の検討 

・県調整本部との協議 

・日看協への派遣要請 

・災害支援の交通手段の確保 

・災害支援ナースの宿泊場所の確保 

・その他必要物品の調達 

記 録 
・県対策本部の記録 

・災害支援ナース活動報告書のとりまとめ 

支援活動に関する費用報告 

等 

・県の協定書に基づく書類提出 

・義援金のとりまとめ 

マスコミ対応 ・災害に関する看護協会の活動等について 

1）活動中の災害支援ナースからの緊急連絡等に備え、24時間連絡をとれる体制を構築
する。 

2）余震等、支援活動中に、災害支援ナースに危険が及ぶような事象が発生した場合
は、積極的に状況把握を行う。情報は、各災害支援ナースの所属施設及び日本看護
協会へ伝達する。  

　県災害対策本部と県協会対策本部は、災害支援ナース派遣要請の終了の時期（基
本的に１か月を目途）等について、協議し、日本看護協会へ伝達する。   様式Ｄ

担　当項  目 内　容

｝
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4.　派遣要請の手順 

5.　日本看護協会災害支援ナースの受入れ体制整備   

1）災害対策本部の設置
富山県看護協会は県内で災害が発生時、必要が確認された場合は「富山県看護協会
災害対策本部」(以下、県協会対策本部とする)を協会内に設置する。

（県協会対策本部の設置（基準・組織）については災害看護支援マニュアルを参照） 

2）現地被災情報の収集
可能な場合は被災地へ出向き、また出向けない場合は、その他の手段を用いて情報
収集する。  

3）日看協へ被災状況の提供
日看協へ、被災状況、支援施設等の情報を収集し、提供する。  

4）県外からの災害支援ナース受入れ協議
県協会対策本部は、被災地からの被災状況の報告及びその他の情報収集で得た災害
状況をもとに県調整本部と要請人数、派遣場所の協議を行う。 

5）県からの災害支援ナースの派遣要請
県知事から要請人数、派遣場所等の派遣要請を受けた後、直ちに日看協へ派遣を依
頼する。

6）日看協からの災害支援ナース派遣者の報告
　 日看協から県協会対策本部へ派遣シフト表 様式３・４ が届いたら、県調整本部へ報

告する。

1） 事務局に調整窓口を設置 ⇒ 富山県担当者と連携体制をとる
・県内被災状況等を常に情報収集し、県協会対策本部に報告する。
・県協会対策本部、日本看護協会の動きを、県災害対策本部に伝える。
・県協会対策本部で今後の動きについて協議する。
・日本看護協会の災害担当者が派遣調整のため訪れた場合は、当該担当者を補佐する。 

2）当協会が集合場所となる場合は、受入れ体制の整備を行う。
・県内交通事情・宿泊施設等の情報を収集し、移動手段、宿泊施設の確保等 
・受入れ場所（部屋）の確保
・必要物品の準備 

3）被災地が近隣県の場合で当協会が拠点・集合場所となる場合も、受入れ体制整備を
行う。
・県内から被災地への交通事情・宿泊施設等の情報を収集、移動手段、宿泊施設の
　確保等
・受入れ場所（部屋）の確保
・必要物品の準備 

様式Ａ

様式Ｂ

6.　支援活動中の連絡体制等

7.　支援終了の判断

8.　事務局の役割分担  

※県協会対策本部において役割項目ごとに班を編成し対応する 

協会の被害状況の情報収集、

確認 

・会員の安否確認 

専務理事
事務局長 

専務理事
常任理事 

専務理事
事務局長 

事務局長
事務局 

事務局長・事務局 

事務局長・事務局 

事務局長・事務局 

専務理事 

・職員の安否確認 

・協会建物の被害状況及びライフラインの確認 

関係機関との連絡・調整 

・富山県（県調整本部） 

・日本看護協会 

・近隣県看護協会 

・その他関係機関 

災害に関する情報収集及び

集約・発信 

・被害状況 

・交通網の状況 

・ライフラインの確認 

・救護・支援の状況 

・被災者の状況 

県外からの災害支援ナース

受入れと調整 

・災害支援ナース受入れ協議 

・要請人数・派遣場所の検討 

・県調整本部との協議 

・日看協への派遣要請 

・災害支援の交通手段の確保 

・災害支援ナースの宿泊場所の確保 

・その他必要物品の調達 

記 録 
・県対策本部の記録 

・災害支援ナース活動報告書のとりまとめ 

支援活動に関する費用報告 

等 

・県の協定書に基づく書類提出 

・義援金のとりまとめ 

マスコミ対応 ・災害に関する看護協会の活動等について 

1）活動中の災害支援ナースからの緊急連絡等に備え、24時間連絡をとれる体制を構築
する。 

2）余震等、支援活動中に、災害支援ナースに危険が及ぶような事象が発生した場合
は、積極的に状況把握を行う。情報は、各災害支援ナースの所属施設及び日本看護
協会へ伝達する。  

　県災害対策本部と県協会対策本部は、災害支援ナース派遣要請の終了の時期（基
本的に１か月を目途）等について、協議し、日本看護協会へ伝達する。   様式Ｄ

担　当項  目 内　容

｝
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様
式

C
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式

3･
4

様
式

３
様

式
3･

4

様
式

６

様
式

D

様
式

５
様

式
６

・様式 A 災害状況連絡票―第（　 ）報

・様式 B 災害支援ナース 派遣要請票―活動場所①―第（　 ）報

・様式 C 災害支援ナース 派遣候補者リスト―第（　 ）報

・様式 D 災害支援ナース 派遣要請終了票―第（　 ）報

・様式 E  災害支援ナース 派遣終了票

・様式１ 災害発生に関する報告書―第（１）報

・様式２ 災害支援ナース 派遣要請―活動場所①―第（　 ）報

・様式３ 災害支援ナース 派遣シフト表―活動場所①―第（　）報

・様式４ 災害支援ナース 派遣決定通知―第（１）報

・様式５ 災害支援ナース 派遣要請終了票

・様式６ 災害支援ナース 活動終了報告

・災害時の医療救護活動に関する協定書

・災害時の医療救護活動に関する協定実施細目

＊

様式 A・B・C・D・E・１・２・３・４・５・６は「日本看護協会災害マニュアル」様式

受援時使用するものは様式 A・B・D・E・３・４・６

様式・資料
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・様式 A 災害状況連絡票―第（　 ）報

・様式 B 災害支援ナース 派遣要請票―活動場所①―第（　 ）報

・様式 C 災害支援ナース 派遣候補者リスト―第（　 ）報

・様式 D 災害支援ナース 派遣要請終了票―第（　 ）報

・様式 E  災害支援ナース 派遣終了票

・様式１ 災害発生に関する報告書―第（１）報

・様式２ 災害支援ナース 派遣要請―活動場所①―第（　 ）報

・様式３ 災害支援ナース 派遣シフト表―活動場所①―第（　）報

・様式４ 災害支援ナース 派遣決定通知―第（１）報

・様式５ 災害支援ナース 派遣要請終了票

・様式６ 災害支援ナース 活動終了報告

・災害時の医療救護活動に関する協定書

・災害時の医療救護活動に関する協定実施細目

＊

様式 A・B・C・D・E・１・２・３・４・５・６は「日本看護協会災害マニュアル」様式

受援時使用するものは様式 A・B・D・E・３・４・６

様式・資料
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様式Ａ 
（送付枚数：本紙含め   枚）          ＜西暦    年   月   日   時  分現在＞ 

（被災県） 

看護協会

 日本看護協会 会長 

担当部署： 

看護開発部 看護業務・医療安全課   ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害状況連絡票-第（ ）報 

災害：                 について 

現時点の被害状況下記のとおりです。 

1．県協会の役職員・建物等の被害状況 

○建物の被害 1．なし 2．あり→被害状況（                      ）

○通信手段の影響 1．なし 2．あり→今後の通信手段（ 電話 ・ FAX ・ メール ・ その他 ）

○設備・備品等の破損 1．なし 2．あり 

○ライフラインの障害 1．なし 2．あり→被害状況（ 電気 ・ ガス ・ 水道 ） 

○役職員の被災 1．なし 2．あり→被災状況（                      ）

○業務遂行への影響 1．なし 2．あり→影響の程度（ 全面不可 ・ 一部不可 ） 

2．会員及び地域からの支援要請 

○会員施設からの要請 1．なし 2．あり（                      ） 3．不明 

○地域からの要請 1．なし 2．あり（                      ） 3．不明 

3． 災害支援ナースの派遣要否 

 中討検.4 )援支のらか県他(要 .3 ）応対でみの県自（要．2 要不．1 

    

4．交通機関への影響、特記・その他連絡事項 

 

 

 

 

※日本看護協会記入欄  レベル１ ・ ２ ・ ３  (決定日：   年   月   日) 

日本看護協会への連絡方法 
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様式Ａ 
（送付枚数：本紙含め   枚）          ＜西暦    年   月   日   時  分現在＞ 

（被災県） 

看護協会

 日本看護協会 会長 

担当部署： 

看護開発部 看護業務・医療安全課   ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害状況連絡票-第（ ）報 

災害：                 について 

現時点の被害状況下記のとおりです。 

1．県協会の役職員・建物等の被害状況 

○建物の被害 1．なし 2．あり→被害状況（                      ）

○通信手段の影響 1．なし 2．あり→今後の通信手段（ 電話 ・ FAX ・ メール ・ その他 ）

○設備・備品等の破損 1．なし 2．あり 

○ライフラインの障害 1．なし 2．あり→被害状況（ 電気 ・ ガス ・ 水道 ） 

○役職員の被災 1．なし 2．あり→被災状況（                      ）

○業務遂行への影響 1．なし 2．あり→影響の程度（ 全面不可 ・ 一部不可 ） 

2．会員及び地域からの支援要請 

○会員施設からの要請 1．なし 2．あり（                      ） 3．不明 

○地域からの要請 1．なし 2．あり（                      ） 3．不明 

3． 災害支援ナースの派遣要否 

 中討検.4 )援支のらか県他(要 .3 ）応対でみの県自（要．2 要不．1 

    

4．交通機関への影響、特記・その他連絡事項 

 

 

 

 

※日本看護協会記入欄  レベル１ ・ ２ ・ ３  (決定日：   年   月   日) 

日本看護協会への連絡方法 

 

7‒　 ‒



様式Ｂ 
（送付枚数：本紙含め   枚）         ＜西暦    年   月   日   時  分現在＞ 

（被災県） 

看護協会

 日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

担当者 
  ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害支援ナース派遣要請票-活動場所①-第（ ）報 
※活動場所ごとに丸番号を付け、終了まで同じ番号を使用してください。本票は、活動場所ごとに作成してください。 

下記のように災害支援ナース派遣を要請いたします。 

1．活動場所（必須） 

名称： 

 

住所： 

 

電話番号： 

責任者： 

2．支援期間（必須） 西暦      年   月   日（  ） ～　  年   月   日（  ）

3．必要人数（必須） 1日あたり     人 

4．現地で連絡を 

 とる相手（必須） 

氏名： 

所属： 

電話番号： 

5．交通ルート 

※最も近いターミナル駅から施設の最寄駅、施設所在地への利用可能なルートをご記入ください。 

 

 

6．ライフライン 
電気：有・無         ガス：有・無  

水道：有・無         その他（                   ）

7．災害支援ナース

への支援環境 

寝具提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ）

食事提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ）

保清方法： シャワー ・ 清拭 ・ その他（                ）

8．その他（特に持ってきた方がよいと思われるもの・注意事項等） 

 

 

日本看護協会への連絡方法 
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様式Ｂ 
（送付枚数：本紙含め   枚）         ＜西暦    年   月   日   時  分現在＞ 

（被災県） 

看護協会

 日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

担当者 
  ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害支援ナース派遣要請票-活動場所①-第（ ）報 
※活動場所ごとに丸番号を付け、終了まで同じ番号を使用してください。本票は、活動場所ごとに作成してください。 

下記のように災害支援ナース派遣を要請いたします。 

1．活動場所（必須） 

名称： 

 

住所： 

 

電話番号： 

責任者： 

2．支援期間（必須） 西暦      年   月   日（  ） ～　  年   月   日（  ）

3．必要人数（必須） 1日あたり     人 

4．現地で連絡を 

 とる相手（必須） 

氏名： 

所属： 

電話番号： 

5．交通ルート 

※最も近いターミナル駅から施設の最寄駅、施設所在地への利用可能なルートをご記入ください。 

 

 

6．ライフライン 
電気：有・無         ガス：有・無  

水道：有・無         その他（                   ）

7．災害支援ナース

への支援環境 

寝具提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ）

食事提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ）

保清方法： シャワー ・ 清拭 ・ その他（                ）

8．その他（特に持ってきた方がよいと思われるもの・注意事項等） 

 

 

日本看護協会への連絡方法 
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様式 Ｄ 
（送付枚数：本紙含め   枚）         ＜西暦     年   月   日   時  分現在＞ 

（被災県） 

看護協会

 日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

担当者 
  ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害支援ナース派遣要請終了票-第（ ）報 

 

災害名：                 

 

 

  下記活動場所への災害支援ナースの派遣要請を終了します。 
 

活動場所 活動終了予定日 

①     年西暦

西暦

西暦

   月   日（  ）

②     年   月   日（  ）

③     年   月   日（  ）

 
 
 
 
 
 
 
 

日本看護協会への連絡方法 

 

様式 Ｅ 
（送付枚数：本紙含め   枚）         ＜西暦     年   月   日   時  分現在＞ 

（派遣元） 

看護協会

 日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

担当者 
  ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害支援ナース派遣終了票 

 

災害名：                 

 

 

   派遣した全ての災害支援ナースの帰還を確認しましたので 

報告いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本看護協会への連絡方法 
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様式 Ｄ 
（送付枚数：本紙含め   枚）         ＜西暦     年   月   日   時  分現在＞ 

（被災県） 

看護協会

 日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

担当者 
  ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害支援ナース派遣要請終了票-第（ ）報 

 

災害名：                 

 

 

  下記活動場所への災害支援ナースの派遣要請を終了します。 
 

活動場所 活動終了予定日 

①     年西暦

西暦

西暦

   月   日（  ）

②     年   月   日（  ）

③     年   月   日（  ）

 
 
 
 
 
 
 
 

日本看護協会への連絡方法 

 

様式 Ｅ 
（送付枚数：本紙含め   枚）         ＜西暦     年   月   日   時  分現在＞ 

（派遣元） 

看護協会

 日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

担当者 
  ：者当担

FAX: 
 災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp

 

災害支援ナース派遣終了票 

 

災害名：                 

 

 

   派遣した全ての災害支援ナースの帰還を確認しましたので 

報告いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本看護協会への連絡方法 

 

1110 ‒　 ‒



様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜西暦    年  月  日 時 分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（1）報 

 
災害発生日 年西暦    月   日（   ）   時   分ごろ 

被災地域  

災害名  

被害状況 

（〇月〇日 

 〇時現在） 

人的被害 

死者       人 

行方不明       人 

重傷       人 

軽傷       人 

住家等被害 

倒壊家屋 全壊： 

半壊： 

床上浸水： 

床下浸水： 

情報源 

○○県看護協会からの情報は以下のとおり 

・○○県看護協会の建物被害なし。 

役職員の被災、ライフラインの障害なし。 

・停電：県全域での停電○○家屋。 

＜避難状況＞ 

・○○市内 避難所〇箇所、福祉避難所〇箇所を開設。 

・○○市 避難所〇箇所（〇名） 

・現時点で○○の福祉避難所への派遣の相談を受けているが、詳細は不明。

今後検討予定。 

本会の対応 
【災害レベル】１・２・３・未定 

引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

 

日本看護協会への連絡方法 

 

様式２ 
（送付枚数：本紙含め 枚）                 ＜西暦   年  月  日  時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

ご担当者様 

担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース派遣要請-活動場所①-第（ ）報 

災害名：                              

下記の依頼内容をご確認の上、派遣が可能な場合は「様式Ｃ：災害支援ナース派遣候補者

リスト」に必要事項をご記入のうえ、日本看護協会までご返信ください。 

 

＊現地の状況により変更されることがあります。 

1．活動場所 

名称： 

 

住所： 

 

電話番号： 

責任者： 

2．支援期間 西暦   年   月   日（  ） ～ 年    月    日（   ）  

3．必要人数 1日あたり     人 

4．現地で連絡を 

とる相手 

氏名： 

所属： 

電話番号： 

5．交通ルート 

 

 

 

6．ライフライン 電気 ・ ガス ・ 水道 ・ その他（                   ） 

7．災害支援ナース

への支援環境 

寝具提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ） 

食事提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ） 

保清方法： シャワー ・ 清拭 ・ その他（                ） 

8．その他（特に持ってきた方がよいと思われるもの・注意事項等） 

 

 

 

日本看護協会への連絡方法 
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様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜西暦    年  月  日 時 分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（1）報 

 
災害発生日 年西暦    月   日（   ）   時   分ごろ 

被災地域  

災害名  

被害状況 

（〇月〇日 

 〇時現在） 

人的被害 

死者       人 

行方不明       人 

重傷       人 

軽傷       人 

住家等被害 

倒壊家屋 全壊： 

半壊： 

床上浸水： 

床下浸水： 

情報源 

○○県看護協会からの情報は以下のとおり 

・○○県看護協会の建物被害なし。 

役職員の被災、ライフラインの障害なし。 

・停電：県全域での停電○○家屋。 

＜避難状況＞ 

・○○市内 避難所〇箇所、福祉避難所〇箇所を開設。 

・○○市 避難所〇箇所（〇名） 

・現時点で○○の福祉避難所への派遣の相談を受けているが、詳細は不明。

今後検討予定。 

本会の対応 
【災害レベル】１・２・３・未定 

引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

 

日本看護協会への連絡方法 

 

様式２ 
（送付枚数：本紙含め 枚）                 ＜西暦   年  月  日  時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

ご担当者様 

担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース派遣要請-活動場所①-第（ ）報 

災害名：                              

下記の依頼内容をご確認の上、派遣が可能な場合は「様式Ｃ：災害支援ナース派遣候補者

リスト」に必要事項をご記入のうえ、日本看護協会までご返信ください。 

 

＊現地の状況により変更されることがあります。 

1．活動場所 

名称： 

 

住所： 

 

電話番号： 

責任者： 

2．支援期間 西暦   年   月   日（  ） ～ 年    月    日（   ）  

3．必要人数 1日あたり     人 

4．現地で連絡を 

とる相手 

氏名： 

所属： 

電話番号： 

5．交通ルート 

 

 

 

6．ライフライン 電気 ・ ガス ・ 水道 ・ その他（                   ） 

7．災害支援ナース

への支援環境 

寝具提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ） 

食事提供： 有 ・ 無 ・ その他（                    ） 

保清方法： シャワー ・ 清拭 ・ その他（                ） 

8．その他（特に持ってきた方がよいと思われるもの・注意事項等） 

 

 

 

日本看護協会への連絡方法 
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式

３
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話

：

※
現

地
の
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に
よ
り
活

動
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所
な
ど
は
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n
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住
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：

電
話
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担
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部
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看
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看

護
協

会

様式４ 
（送付枚数：本紙含め  １枚）          ＜西暦    年   月   日   時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

ご担当者様 

担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース派遣決定通知-第（１）報 

災害名：                           

  月 日、 ： までにご返信いただいた候補者リスト分について、下記の

とおり派遣を決定し、当該看護協会に連絡しましたことをお知らせいたします。 

 

   

活動場所 
派遣 

依頼数 

派遣決定数 

/ - / / - / / - / / - / 

① 

人 人 人 人 人 

② 

人 人 人 人 人 

③ 

人 人 人 人 人 

④ 

人 人 人 人 人 

⑤ 

人 人 人 人 人 

 
 

ご協力に感謝申し上げます。 

日本看護協会への連絡方法 
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：
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：
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元
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看
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会

様式４ 
（送付枚数：本紙含め  １枚）          ＜西暦    年   月   日   時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

ご担当者様 

担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース派遣決定通知-第（１）報 

災害名：                           

  月 日、 ： までにご返信いただいた候補者リスト分について、下記の

とおり派遣を決定し、当該看護協会に連絡しましたことをお知らせいたします。 

 

   

活動場所 
派遣 

依頼数 

派遣決定数 

/ - / / - / / - / / - / 

① 

人 人 人 人 人 

② 

人 人 人 人 人 

③ 

人 人 人 人 人 

④ 

人 人 人 人 人 

⑤ 

人 人 人 人 人 

 
 

ご協力に感謝申し上げます。 

日本看護協会への連絡方法 
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様式６ 
(送付枚数：本紙含め  1枚）               ＜西暦    年  月  日  時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：   

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース活動終了報告 

災害名：                     

  
標記災害における災害支援ナース全員の帰還が確認され、活動は全て終
了いたしました。 
 災害支援ナースの派遣実績は以下の通りです。被災県を除き、 都道
府県看護協会より、総計 名の候補者リストをお送りいただきまし
た。 
 多大なるご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。 
 

活動場所 派遣期間 派遣人数 

①   ～ 名 

②   ～  名 

③   ～ 名 

④   ～  名 

⑤   ～  名 

延人数 名 

 

日本看護協会への連絡方法 

様式５ 
(送付枚数：本紙含め   枚）              ＜西暦     年  月  日  時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

ご担当者様 

担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース派遣要請終了票 
 

災害名：                          

 

 このたび要請のありました施設につき、すべての派遣が決定しました

ので、派遣要請を終了いたします。 

  

 皆さまのご協力に、心より感謝申し上げます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本看護協会への連絡方法 
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様式６ 
(送付枚数：本紙含め  1枚）               ＜西暦    年  月  日  時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：   

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース活動終了報告 

災害名：                     

  
標記災害における災害支援ナース全員の帰還が確認され、活動は全て終
了いたしました。 
 災害支援ナースの派遣実績は以下の通りです。被災県を除き、 都道
府県看護協会より、総計 名の候補者リストをお送りいただきまし
た。 
 多大なるご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。 
 

活動場所 派遣期間 派遣人数 

①   ～ 名 

②   ～  名 

③   ～ 名 

④   ～  名 

⑤   ～  名 

延人数 名 

 

日本看護協会への連絡方法 

様式５ 
(送付枚数：本紙含め   枚）              ＜西暦     年  月  日  時  分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

ご担当者様 

担当者：  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 
 

 

災害支援ナース派遣要請終了票 
 

災害名：                          

 

 このたび要請のありました施設につき、すべての派遣が決定しました

ので、派遣要請を終了いたします。 

  

 皆さまのご協力に、心より感謝申し上げます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本看護協会への連絡方法 
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災害時の医療救護に関する協定書

富山県（以下「甲」という。）と公益社団法人富山県看護協会（以下「乙」という。）

とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 年法律第 号。以下「基本法」と

いう。）、災害救助法（昭和 年法律第 号。以下「救助法」という。）及び富山

県地域防災計画並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成 年法律第 号。以下「国民保護法」という。）及び富山県国民保護

計画に基づき、甲が行う医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

（医療救護計画）

第２条 乙は、医療救護の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲

に提出するものとする。

２ 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提

出するものとする。

（災害医療対策チームへの参加）

第３条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、甲が災害対策本部内に編成す

る災害医療対策チームへの参加を要請することができる。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、必要な人員を参加させるものとする。

（看護職員の派遣）

第４条 甲は、医療救護を実施する上で必要があると認めるときは、乙に対して保健

師、助産師、看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。）の派遣を要請する

ものとする。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、第２条に規定する医療救護計画に基づき、直

ちに看護職員を派遣するものとする。

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける前に看護職員を派遣した

ときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲の承認を得るものとする。この場合にお

いて、甲が承認した乙の看護職員の派遣は、甲の要請に基づく派遣とみなすものと

する。

（他の都道府県に対する看護職員の派遣要請）

第５条 甲は、災害の規模等により、県内の医療従事者のみでの医療救護が困難と認

めるときは、他の都道府県に対して看護職員の派遣を要請することができる。この

場合において、甲は、乙に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

（看護職員に対する指揮）

第６条 看護職員に対する指揮及び医療救護に係る連絡調整は、甲の指定する者が行

うものとする。

（看護職員の業務）

第７条 乙が派遣する看護職員は、甲又は市町村が避難場所、避難所及び災害現場等

に設置する医療救護所を拠点として医療救護の業務に従事するものとする。

２ 看護職員の業務は、次のとおりとする。

⑴ 被災者の傷病の程度の判定（トリアージ）

⑵ 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な看護の提供

⑶ 傷病者の医療機関への搬送の要否の判断及びその順位の決定

⑷ その他必要な措置

（看護職員の輸送）

第８条 甲は、医療救護が円滑に実施できるよう、看護職員の輸送について必要な措

置を講ずるものとする。

（医薬品等の供給）

第９条 乙が派遣する看護職員が使用する医薬品等は、当該看護職員が携行するもの

のほか、甲が供給するものとする。

（訓練）

第 条 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する訓練に参加するものと

する。

（費用弁償）

第 条 甲の要請に基づき、乙が看護職員を派遣した場合（第４条第３項の承認を

受けた場合を含む。）における次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。

1918‒　 ‒



災害時の医療救護に関する協定書

富山県（以下「甲」という。）と公益社団法人富山県看護協会（以下「乙」という。）

とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 年法律第 号。以下「基本法」と

いう。）、災害救助法（昭和 年法律第 号。以下「救助法」という。）及び富山

県地域防災計画並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成 年法律第 号。以下「国民保護法」という。）及び富山県国民保護

計画に基づき、甲が行う医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

（医療救護計画）

第２条 乙は、医療救護の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲

に提出するものとする。

２ 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提

出するものとする。

（災害医療対策チームへの参加）

第３条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、甲が災害対策本部内に編成す

る災害医療対策チームへの参加を要請することができる。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、必要な人員を参加させるものとする。

（看護職員の派遣）

第４条 甲は、医療救護を実施する上で必要があると認めるときは、乙に対して保健

師、助産師、看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。）の派遣を要請する

ものとする。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、第２条に規定する医療救護計画に基づき、直

ちに看護職員を派遣するものとする。

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける前に看護職員を派遣した

ときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲の承認を得るものとする。この場合にお

いて、甲が承認した乙の看護職員の派遣は、甲の要請に基づく派遣とみなすものと

する。

（他の都道府県に対する看護職員の派遣要請）

第５条 甲は、災害の規模等により、県内の医療従事者のみでの医療救護が困難と認

めるときは、他の都道府県に対して看護職員の派遣を要請することができる。この

場合において、甲は、乙に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

（看護職員に対する指揮）

第６条 看護職員に対する指揮及び医療救護に係る連絡調整は、甲の指定する者が行

うものとする。

（看護職員の業務）

第７条 乙が派遣する看護職員は、甲又は市町村が避難場所、避難所及び災害現場等

に設置する医療救護所を拠点として医療救護の業務に従事するものとする。

２ 看護職員の業務は、次のとおりとする。

⑴ 被災者の傷病の程度の判定（トリアージ）

⑵ 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な看護の提供

⑶ 傷病者の医療機関への搬送の要否の判断及びその順位の決定

⑷ その他必要な措置

（看護職員の輸送）

第８条 甲は、医療救護が円滑に実施できるよう、看護職員の輸送について必要な措

置を講ずるものとする。

（医薬品等の供給）

第９条 乙が派遣する看護職員が使用する医薬品等は、当該看護職員が携行するもの

のほか、甲が供給するものとする。

（訓練）

第 条 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する訓練に参加するものと

する。

（費用弁償）

第 条 甲の要請に基づき、乙が看護職員を派遣した場合（第４条第３項の承認を

受けた場合を含む。）における次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。
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⑴ 看護職員の派遣に要する経費

⑵ 看護職員が携行した医薬品等を使用したときの経費

⑶ 看護職員が医療救護の業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり、又は

死亡したときの扶助費

⑷ 前各号のほか、この協定の履行に要した経費

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。

（他の都道府県への看護職員の派遣）

第 条 第２条、第４条及び前条の規定は、基本法第 条及び第 条の２、救助

法第 条並びに国民保護法第 条及び第 条の規定に基づく他の都道府県への

看護職員の派遣（次項において「他の都道府県への派遣」という。）について適用

する。

２ 第６条から第９条までの規定は、他の都道府県への派遣において準用する。この

場合において、第６条及び第９条中「甲」とあるのは「他の都道府県」と、第７条

第１項中「甲又は市町村」とあるのは「他の都道府県又は他の都道府県の市町村」

と、第８条中「甲」とあるのは「甲又は他の都道府県」と読み替えるものとする。

（細目）

第 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

（協議）

第 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項について

は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（有効期間）

第 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 年３月 日までとする。

ただし、期間満了の日の１月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がない場合は、

期間満了の日の翌日から更に１年間この協定を延長するものとし、以後同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名のうえ、各１通を

保有する。

平成 年 月 日

医療救護活動実施細目

富山県（以下「甲」という。）と公益社団法人富山県看護協会（以下「乙」という。）

は、平成 年 月 日付けをもって締結した「災害時の医療救護に関する協定書」（以

下「協定」という。）第 条の規定に基づき、実施細目を次のように定める。

（医療救護計画）

第１条 協定第２条の医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとす

る。

⑴ 看護職員の活動計画

⑵ 関係機関との通信連絡計画

⑶ 指揮系統

⑷ 医薬品、医療資器材等の備蓄

⑸ 訓練計画

⑹ その他必要な事項

（派遣要請）

第２条 協定第４条第１項の規定による看護職員の派遣要請は、次の事項を記載した文

書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭で要請することが

できるものとする。

⑴ 派遣する地域

⑵ 派遣を要する人数

⑶ 派遣期間

⑷ その他必要な事項

２ 協定第４条第３項に規定する緊急やむを得ない事情とは、通信途絶等のため甲の指

示を待って出動すると医療救護の時機を失する場合等をいうものとし、甲の承認は、

原則として市町村からの派遣要請等があった場合とする。

（医療救護の報告）

第３条 乙は、協定第４条の規定により看護職員を派遣したときは、医療救護終了後速

やかに、「医療救護報告書」（第１号様式）、「看護職員名簿」（第２号様式）及び「医薬

品等使用報告書」（第３号様式）を取りまとめ、甲に報告するものとする。

（事故報告）

第４条 乙は、協定第４条の規定により看護職員を派遣した場合に、看護職員が医療救

護の業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、「事故報告
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⑴ 看護職員の派遣に要する経費

⑵ 看護職員が携行した医薬品等を使用したときの経費
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第 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項について

は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（有効期間）

第 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 年３月 日までとする。

ただし、期間満了の日の１月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がない場合は、
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（派遣要請）

第２条 協定第４条第１項の規定による看護職員の派遣要請は、次の事項を記載した文

書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭で要請することが

できるものとする。

⑴ 派遣する地域

⑵ 派遣を要する人数

⑶ 派遣期間

⑷ その他必要な事項

２ 協定第４条第３項に規定する緊急やむを得ない事情とは、通信途絶等のため甲の指

示を待って出動すると医療救護の時機を失する場合等をいうものとし、甲の承認は、

原則として市町村からの派遣要請等があった場合とする。

（医療救護の報告）

第３条 乙は、協定第４条の規定により看護職員を派遣したときは、医療救護終了後速

やかに、「医療救護報告書」（第１号様式）、「看護職員名簿」（第２号様式）及び「医薬

品等使用報告書」（第３号様式）を取りまとめ、甲に報告するものとする。

（事故報告）

第４条 乙は、協定第４条の規定により看護職員を派遣した場合に、看護職員が医療救

護の業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、「事故報告
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書」（第４号様式）により速やかに甲に報告するものとする。

（医療救護所設置の特例）

第５条 協定第７条第１項に規定する災害現場等とは、災害現場のほか、医療救護が可

能な被災地周辺の医療機関とする。

（費用弁償の額）

第６条 協定第 条第１項第１号に規定する費用弁償の額は、別表に定める額とする。

２ 協定第 条第１項第２号に規定する費用弁償の額は、使用した医薬品等に係る実費

とする。

３ 協定第 条第１項第３号に規定する扶助費の額は、災害救助法施行令（昭和 年

政令第 号）中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。

（費用弁償の請求）

第７条 協定第 条第１項第１号、第２号及び第４号に規定する費用については、乙が

各看護職員分を取りまとめ、「費用弁償等請求書」（第５号様式）により甲に請求する

ものとする。

２ 協定第 条第１項第３号に規定する扶助費については、支払いを受けようとする者

が、「扶助費支給申請書」（第６号様式）により甲に請求するものとする。

（支払い）

第８条 甲は、前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認め

たときは速やかに支払うものとする。

（医事紛争の処理）

第９条 乙は、医療救護の実施により傷病者との間に医事紛争が生じた場合は、直ちに

甲に連絡するものとする。

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、紛争解決の

ため適切な措置を講ずるものとする。

（他の都道府県への看護職員の派遣）

第 条 第１条及び第６条から前条までの規定は、協定第 条の規定による派遣につ

いて適用する。

２ 第２条から第４条までの規定は、協定第 条の規定による派遣について準用する。

この場合において、第２条第１項中「第４条第１項」とあるのは「第 条」と、第２

条第２項中「市町村」とあるのは「他の都道府県又は国」と、第３条及び第４条中「第

４条」とあるのは「第 条」と読み替えるものとする。

別表（第６条関係）

区 分 日 当 時間外勤務手当 旅 費

富山県災害救助法施行

規則（平成 年富山県

規則第 号）別表第２

（この表において「別表

第２」という。）に規定

する者

別表第２に定める額 別表第２に定める額 別表第２に定める額

別表第２に規定のない

者

別表第２に定める看護

師の日当の６ に相

当する額（ 円未満切

り捨て）

別表第２に定める看護

師の日当の６ に相

当する額（ 円未満切

り捨て）を基礎とし、一

般職の職員との均衡を

考慮して算定した額

別表第２に定める額

この実施細目の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通

を保有する。

平成 年 月 日

甲 富山市新総曲輪１番７号

富山県知事 石 井 隆 一

乙 富山市鵯島字川原 番１

公益社団法人富山県看護協会

会 長 三 谷 順 子

2322‒　 ‒



書」（第４号様式）により速やかに甲に報告するものとする。

（医療救護所設置の特例）

第５条 協定第７条第１項に規定する災害現場等とは、災害現場のほか、医療救護が可

能な被災地周辺の医療機関とする。

（費用弁償の額）

第６条 協定第 条第１項第１号に規定する費用弁償の額は、別表に定める額とする。

２ 協定第 条第１項第２号に規定する費用弁償の額は、使用した医薬品等に係る実費

とする。

３ 協定第 条第１項第３号に規定する扶助費の額は、災害救助法施行令（昭和 年

政令第 号）中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。

（費用弁償の請求）

第７条 協定第 条第１項第１号、第２号及び第４号に規定する費用については、乙が

各看護職員分を取りまとめ、「費用弁償等請求書」（第５号様式）により甲に請求する

ものとする。

２ 協定第 条第１項第３号に規定する扶助費については、支払いを受けようとする者

が、「扶助費支給申請書」（第６号様式）により甲に請求するものとする。

（支払い）

第８条 甲は、前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認め

たときは速やかに支払うものとする。

（医事紛争の処理）

第９条 乙は、医療救護の実施により傷病者との間に医事紛争が生じた場合は、直ちに

甲に連絡するものとする。

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、紛争解決の

ため適切な措置を講ずるものとする。

（他の都道府県への看護職員の派遣）

第 条 第１条及び第６条から前条までの規定は、協定第 条の規定による派遣につ

いて適用する。

２ 第２条から第４条までの規定は、協定第 条の規定による派遣について準用する。

この場合において、第２条第１項中「第４条第１項」とあるのは「第 条」と、第２

条第２項中「市町村」とあるのは「他の都道府県又は国」と、第３条及び第４条中「第

４条」とあるのは「第 条」と読み替えるものとする。

別表（第６条関係）

区 分 日 当 時間外勤務手当 旅 費

富山県災害救助法施行

規則（平成 年富山県

規則第 号）別表第２

（この表において「別表

第２」という。）に規定

する者

別表第２に定める額 別表第２に定める額 別表第２に定める額

別表第２に規定のない

者

別表第２に定める看護

師の日当の６ に相

当する額（ 円未満切

り捨て）

別表第２に定める看護

師の日当の６ に相

当する額（ 円未満切

り捨て）を基礎とし、一

般職の職員との均衡を

考慮して算定した額

別表第２に定める額

この実施細目の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通

を保有する。

平成 年 月 日

甲 富山市新総曲輪１番７号

富山県知事 石 井 隆 一
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公益社団法人富山県看護協会

会 長 三 谷 順 子
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